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• 本報告は「国勢調査と同性カップル世帯ー排
除と可視化のはざまで」菊地夏野・堀江有
里・飯野由里子編著『クィア・スタディーズ
をひらく２ 結婚, 家族, 労働』晃洋書房
(2022)に基づく

• 報告の一部には、一橋大学経済研究所附属社会科学
統計情報研究センター平成29年度研究集会「人口統
計に関する研究会」（共催 中央大学経済研究所社
会経済ミクロデータ研究部会）「諸外国の公的統計
における非標準世帯の把握についてー同性カップル
の場合ー」（2017年11月25日）で示した内容を用
いる

• 本研究は平成28年度～令和2年度科学研究費助成事
業（科学研究費補助金）（一般・基盤研究（B））
「性的指向と性自認の人口学—日本における研究基
盤の構築（研究代表者：釜野さおり）」（課題番号
16H03709）の一部である



日本の国勢調査
→同性カップルを捉えることができる
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国勢調査における世帯や配偶者の定義

• 配偶者：
• 「届出の有無に関係なく記入してください」（調査票の注）
• 1920年以来の扱い

• 世帯：
• 一般の家庭のように住居と生計をともにしている人びとの集まり（『記入の

しかた』）
• 世帯主・代表者：

• 「世帯員のうち一人を「世帯主または代表者」とします」（『記入のしか
た』）

• 「収入の多少、住民基本台帳の届出等に関係なく、各世帯の判断によってい
ます」(H27国勢調査ユーザーズガイド）



しかし同性カップルの回答は修正される

女
性
ど
う
し
の
例

２
０
１
５
年



聞き取り調査から：
同性カップルの国勢調査回答
経験と考え方

• 渋谷区のパートナーシップ証明書取得・検討
者16人

• 2017年実施(制度開始から2年後のフォロー
アップ調査）

• 事前アンケート＋インタビュー（90-120分、
研究者2名）

• 2015年国勢調査に答えたか、今ならどう記入
するかをたずねた



受け取り記憶と回答

• 渡されなかった、されたが回答せず、見た記憶ない：半数
• 2015年調査時に同居していたカップル

• 配布数はさまざま：1枚の場合、2枚の場合、ない場合

• インタビューからみえたこと：
• 役所向けの回答（住民票などと同じにしないといけないという思い込み）
• ありのままを伝えようとする回答（適切な選択肢がなく、集計されないと

知っていても）
• 世帯主、配偶者といった用語に違和感ーそれによる回答しづらさ



「役所向け」の回答をする
・国勢調査を公的書類や住民登録と同じにとらえる
・記入内容を一致させる

「対区役所の住民票とかは…二人が世
帯主で住所が一緒っていうスタンスを
取るので…１通来るとほんとに困りま
すね」、「今まで、対行政に対して自
分たちの所在を見せるのは、そういう

やり方しかなかったので」
30代後半・男・同居2年

「会社にはそれぞれが世帯主として届け
ているので、それと同じに報告する」

30代後半・男・同居6年

「こういうのに書くときって、全部お互い
一人暮らしってことにしちゃってます」

30代半ば・女・同居8年）



「ありのまま」を伝えようとする、
集計されないと知りながら・・・

「当事者なんだけど、…書くとこ
ろがないから、…数値に反映され
ないと思うから「一人」って書い
てるけど、ほんまは違うんです…
これについて何でも答えるから言
うてください、反映できる日が来
たらピンポン押してください、み
たいなことを書いて郵送した」

40代前半・女・同居8年

「これ、配偶者あり、にして。
…同性パートナーみたいな、
何か説明したような気がする
んだけどな。…この下（余
白）にでも書いたのかも」

（50代前半・男・同居20年）



用語への違和感（世帯主、配偶者）
→記入しづらい

世帯主について、「どっちが一番に
なるのかっていうのは、やっぱり決
められない問題…対等な関係ってい

う意識がある
30代後半・男・同居2年

世帯主と配偶者という関係ではない

「会社にはそれぞれが世帯主として届け」ており、
「私たちの認識ではお互いが独立をしていて。そうで

すね。どちらか別に扶養でもないですし」

配偶者について、「税金にしても
…扶養家族…があるかないかでい

くと、どうしても『ない』」
（30代後半・男・同居5年）



考察と補足

• 同性カップル：
• 渡される枚数からしてばらばらであることからも、世帯として回答されるこ

とが想定されていない
• 同性カップルは、ちぐはぐな状況に置かれている

• 自分たちの関係に対し、何の保障もしない国
• 「結婚に準ずる関係」と謳う自治体（渋谷区の場合）
• 戸籍に紐づけられ、職場などに提出が求められる住民票などの書類の存在
• ありのまま報告すべきだが、自分たちの存在が想定されていない国勢調査

• 有識者会議で議題に 2019年3月31日
• そこでの結論

• 同性パートナーにかかわる選択肢は設けない、集計しない！



選択肢を設けない、集計しないことの
理由は妥当か？

• 同性パートナーに関わる選択肢を設ける
ことが「直ちには困難」である理由

• 「同性パートナーに関する法制度が整備
されていない」

• しかし同性カップルの生活実態はあ
る

• 法での扱い、登録、届出にかかわら
ず、実態を調べるための国勢調査

• 同性カップルが互いを配偶者として回答
したとしても、それを集計すべきでない
理由：

• 「同性パートナーの定義が不明確な現状
では、全ての当事者が『世帯主」と『世
帯主の配偶者』かつ『配偶者あり」と回
答するとは限らない」

• どの調査項目にもあてはまる



調査で同性カップル世帯を把握する
→容易ではないが、人口学的には不可欠
個人のＳＯＧＩを訪ねる場合と同様の課題がある
• 相対的にも絶対的にも、少数

• 「少数派でない人」の誤記入の影響大（過大推定の恐れ）
• 大規模調査による把握が望ましいが複雑な設問が使えない

• 各国での試みの蓄積あり
• スティグマのあることを答えたくない回答者もいる（差別、偏見）

とはいえ、
人口学的な観点からも、世帯タイプ別の比較、所属世帯タイプによる比較
が必要→同性カップル世帯をとらえることは不可欠

• 格差や経験の違いの把握（経済状況、仕事の状況、学歴、子の有無など ）



ご清聴
ありがとうございました


